
 

松山市行政情報提供事務取扱要綱 

平成２０年３月２８日 

要綱第３６号 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，松山市情報公開条例（平成１２年条例第６１号。以下「条例」とい

う。）第１６条の２に規定する行政情報の提供（以下「情報提供」という。）に係る事務

処理について必要な事項を定めるものとする。 

 （情報提供の事前決定等） 

第２条 条例第１６条の２第１項に規定する市長が適当と認める行政情報は，次のいずれ

かに該当する行政情報であって，迅速かつ簡易に提供できることその他情報提供に適す

る理由があるものとして行政情報を保有する課等（以下「主管課」という。）の長があ

らかじめ決定（以下「事前決定」という。）をしたものとする。 

(1) 公開請求により既に公開された行政情報 

(2) 前号に該当する行政情報と同一形式の行政情報 

２ 主管課の長は，事前決定をしたときは，情報提供事前決定通知書（別記様式）により

文書法制課長に通知するものとする。 

３ 主管課の長及び前項の規定による通知を受けた文書法制課長は，事前決定をした行政

情報の名称（名称がないときは，その内容を示す題名）その他必要な事項を公表するも

のとする。 

４ 主管課の長は，事前決定の内容を変更し，又は事前決定した情報提供をやめたときは，

文書法制課長に通知するものとする。 

５ 主管課の長は，事前決定に関し必要があると認めるときは，文書法制課長と協議する

ものとする。 

 （情報提供の実施） 

第３条 情報提供は，主管課が実施するものとする。この場合において，主管課の長は，

情報提供制度の趣旨に照らして迅速な処理に努めるものとする。 

 （写しの交付に係る手数料の徴収） 

第４条 条例第１７条第１項の規定による写しの交付に係る手数料の徴収は，主管課にお

いて行うものとする。 

２ 前項の費用の歳入科目は，（会計）一般会計（款）使用料及び手数料（項）手数料（目）

総務手数料（節）文書手数料とする。 

３ 前項の規定にかかわらず，特別会計，公営企業会計等については，別に定める歳入科

目とすることができる。 

 （情報提供関係書類の保存） 

第５条 主管課の長は，情報提供関係書類を松山市文書取扱規則（平成１６年規則第１６



 

号）の規定に基づき保存するとともに，当該情報提供に係る申出書，調定書及び納付書

兼領収書の写しを文書法制課に送付するものとする。 

 （その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，主管課の長が別に定める。 

   付 則 

 この要綱は，平成２０年４月１日から施行する。 

   付 則（平成２１年要綱第１２号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は，平成２１年４月１日から施行する。ただし，第３条の改正規定は，公布

の日から施行する。 

 （松山市行政情報提供事務取扱要綱の一部改正） 

２ 松山市行政情報提供事務取扱要綱（平成２０年要綱第３６号）の一部を次のように改

正する。 

  第５条第２項中「市民情報費雑入」を「文書費雑入」に改める。 

   付 則（平成２５年要綱第７２号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は，公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の第２条の規定により事前決定してい

る行政情報は，この要綱の施行の日においてこの要綱による改正後の第２条第１項の規

定による事前決定をしたものとみなす。 

   付 則（平成２７年要綱第３４号） 

 この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 

付 則（平成２８年要綱第３９号） 

この要綱は，平成２８年４月１日から施行する。 

 



 

年  月  日 

 

情報提供事前決定通知書 

 

（宛先） 

文書法制課長 

 松山市行政情報提供事務取扱要綱第２条第２項の規定により，次のとおり通知します。 

 

   実施機関  

   主 管 課  

   連 絡 先  

決定する行政情報

の名称又は内容 

 

行政情報の保有（管

理）形態 

□文書，図画，写真 □電磁的記録  

□その他（               ） 

提供可能な方法 

□閲覧（用紙に出力したものの閲覧を含む。）  

□写しの交付（用紙に出力したものの交付を含む。） 

□電磁的記録を複写したものの交付 

□その他（               ） 

決定の種類 

□公開請求により既に公開された行政情報 

□上記に該当する行政情報と同一形式の行政情報 

決定の根拠となる

公開決定等 

年  月  日付け  松（  ）   号 

□全部公開   □部分公開 

非公開情報  

 

 

 

 

 

備考  

適用日 年  月  日 

※決定の根拠となった公開決定等に係る行政情報を添付してください。 

 

別記様式（第２条関係） 

 


